
第２回 岩手地方最低賃金審議会 議事録 
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１ 日 時  

令和４年７月１日（金） 午後１時～午後２時４０分 

２ 場 所 

盛岡第２合同庁舎 ３階共用会議室 

３ 出席者 

 （公益代表委員）杭田委員、齋藤委員、細田委員、高橋委員、丸山委員 

 （労働者代表委員）小菅委員、小林委員、佐々木委員、原委員、吉田委員 

 （使用者代表委員）菊池委員、熊谷委員、瀬川委員、藤田委員、松川委員 

 （事務局）稲原局長、市川労働基準部長、菅原賃金室長、佐々木賃金室長補佐 

４ 議 事 

（１）岩手県最低賃金の改正決定について（諮問） 

（２）岩手県最低賃金専門部会の設置及び委員の推薦について 

（３）その他 

５ 議事内容 

議事に入る前に、事務局から、本日の審議会は定足数を満たしており有効

に成立していることが報告された（最低賃金審議会令第５条２項（審議会の

成立））。 

次に、丸山会長から、議事録署名人に労働者代表委員から小菅孝広委員、

使用者代表委員から瀬川浩昭委員が指名された（岩手地方最低賃金審議会運

営規程第７条１項（議事録署名人の指名））。 

（全ての議事を「公開審議」とした。） 

 

（１）岩手県最低賃金の改正決定について（諮問） 

  ○丸山会長 

それでは、議題に入ります。議題（１）「岩手県最低賃金の改正決定に

ついて（諮問）」です。岩手労働局長から岩手地方最低賃金審議会に、岩

手県最低賃金の改正決定について諮問があります。 

<岩手県最低賃金の改正決定について（諮問）> 

岩手労働局長から丸山会長に、岩手県最低賃金の改正決定について、諮

問文が手交された（最低賃金法第１２条（地域別最低賃金の改正等））。 

  ○丸山会長 

    それでは、諮問について事務局から説明をお願いします。 

  ○事務局 

この度の諮問は、最低賃金法第１２条の規定に基づき、岩手地方最低賃

金審議会に岩手県最低賃金の改正について調査審議をお願いするもので

す。最低賃金法第１２条では、「都道府県労働局長は、地域別最低賃金に
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ついて、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支

払能力を考慮して必要があると認めるときは、改正又は廃止の決定をしな

ければならない」と規定しております。 

それでは、現行の岩手県最低賃金を改正する必要性があると判断した理

由について、ご説明いたします。 

 

岩手県の経済状況について 

令和４年３月分の「岩手県鉱工業生産指数(岩手県ふるさと振興部 令和

４.５.２５発表)」によると、岩手県の年平均鉱工業生産指数(平成２７年

=100)は、平成３１年が１０７．３、令和２年が１０３．７、令和３年が

１２７．６となっている。 

「岩手県の景況（岩手県ふるさと振興部 令和４.６.２９発表）」による

と、令和４年４月及び５月の経済指標を中心にした判断で、「県内景気は、

新型コロナウイルス感染症の影響などから、持ち直しに向けた動きに足踏

み感がみられる。」との判断が示されている。 

「岩手県内経済情勢報告（財務省東北財務局盛岡財務事務所 令和４年

４月発表）」によると、企業の景況感は、４年 1～3月期は「全産業では、

『下降』超幅が拡大している。」、先行きは「全産業では『上昇』超に転じ

る見通しとなっている。」としており、総括判断では、「県内経済は、新型

コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にあるものの、持ち直し

つつある」との判断が示されている。 

「法人企業景気予測調査 令和４年４-６月期調査 (財務省東北財務局

盛岡財務事務所 令和４.６.１３発表)」によると、資本金１千万円以上の

法人企業の景況判断は、現状で「下降」超幅が縮小しており、先行きは「上

昇」超に転じる見通しで、令和４年度の売上高は増収見込み、経常利益は

減益見込みとなっている。 

岩手県の賃金水準について 

「毎月勤労統計調査(厚生労働省発表)」によると、岩手県の年平均所定

内給与は、事業所規模５人以上の調査産業計で、平成３０年が２１５，４

０１円、令和元年が２１６，７８１円、令和２年が２１７，７０２円とな

っている。また、事業所規模３０人以上の調査産業計では、平成３０年が

２２５，０３２円、令和元年が２２８，７７６円、令和２年が２２９，７

４２円となっている。 

「賃金構造基本統計調査(厚生労働省発表)」によると、岩手県の一般労

働者の所定内給与額(男女計、調査産業計)は、令和元年が２４５，７００

円、令和２年が２４５，９００円、令和３年が２４９，６００円となって
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いる。 

「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況(厚生労働省発表)」によると、

全国の加重平均賃上げ率は、令和元年が２.１８％、令和２年が２.００％、

令和３年が１．８６％となっており、連合が取りまとめた「2022春季生活

闘争 第６回回答集計結果」では、令和４年５月３１日現在の賃上げ率は

２．０９％(中小組合賃上げ率１.９７％)となっている。 

岩手県の生計費について 

令和３年１０月の「職員の給与等に関する報告及び勧告の附属資料(岩

手県人事委員会)」によると、盛岡市の標準生計費(４人世帯)は、平成３

１年４月が１９２，２９０円、令和２年４月が２０３，０９０円、令和３

年４月が２６８，０２０円となっている。 

令和４年５月分の「盛岡市消費者物価指数(岩手県ふるさと振興部 令和

４.６.２４発表) （令和２年=100）」によると、盛岡市の消費者物価総合

指数は、令和元年が１００.０、令和２年が１００.０、令和３年が１００.

２となっており、令和４年に入ってからは、１月１００．３、２月１００．

６、３月１０１．４、４月１０１．８、５月１０２．３となっている。 

岩手県最低賃金改正の必要性について 

岩手県の経済状況は、「持ち直しに向けた動きに足踏み感がみられる」、

「厳しい状況にあるものの、持ち直しつつある」、「現状で「下降」超幅が

縮小しており、先行きは「上昇」超に転じる見通し」等の判断が示されて

いる。 

岩手県の賃金動向を令和元年から令和３年までの所定内給与でみると、

上向き傾向を示しており、民間主要企業の春季賃上げ率は全国加重平均で

１．８６％～２．１８％の引上げが続いている。 

また、岩手県の生計費及び消費者物価について盛岡市の令和元年以降の

状況でみると、標準生計費は上昇傾向にあり、消費者物価については、横

ばいであったところ、令和４年５月には１０２台の数値となっている。 

これらの状況の変化から、現行の岩手県最低賃金を改正する必要性があ

るものと判断した。 

（以上、諮問文に添付された岩手労働局の見解「岩手県最低賃金改正の必

要性について」が読み上げられた。） 

 

また、最低賃金法第２５条５項で、「最低賃金審議会は、最低賃金の改

正等について調査審議を行う場合は、関係労働者及び関係使用者の意見を

聴くものとする」と規定しております。本審議会閉会後、そのための公示

手続きを行いたいと思います。 
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○丸山会長 

ただいまの事務局の説明についてご質問、ご意見等があればご発言をお

願いいたします。 

なお、後半で言われた関係労働者及び関係使用者からの意見聴取につい

ては法律上定められておりますので、改めて審議するものではありません。

諮問そのものに関してご質問、ご意見等ある委員の方はご発言お願いしま

す。 

○吉田委員 

今ご説明がありました改正の必要性についての、ペーパーでいきますと

二段落目のところ、岩手県の賃金水準について各調査指標に基づきご説明

いただいたところでございますが、二段落目の「賃金構造基本統計調査（厚

生労働省発表）」というところで、岩手県の一般労働者の所定内給与額に

ついてご説明いただいたところでございます。 

    そこで１つ気付きといいますか、意見がございまして、一般労働者の括

りの中には、短時間労働者やパートタイマー等時給で働いている方々の賃

金も発表になっていると思います。ここの部分が抜けているのではないか

と思っているところでございまして、相も変わらず正社員ベースなので、

そうではなく、この中に短時間労働者の時間給で岩手県の実態が載ってお

りますので、こういったところもお読み取りいただいて、今後こういった

データも活用していただきたいというのが率直に思うところでございます。

加えて、連合が取りまとめた、２０２２春季生活闘争第６回回答集計結果

というところにも、ここはあくまでも正社員ベースの賃上げ率で載ってお

りますが、やはりこの部分におきましても、連合は短時間組合員の賃上げ

データ率というものを公表しておりますので、こういったところもパート

で働く方々、時間給で働く方々、非正規と言われている方々のデータをぜ

ひ活用して、今後進めていただければと思います。 

  〇丸山会長 

    今後の審議に当たっては、当然正規労働の方だけではなく、パートタイ

ム等の方のデータをきちんと活用する、これは今後への要望かと思います。 

   理由書の表記について、何か事務局から説明することはありますか。 

  〇事務局 

    特にございません。 

  〇丸山会長 

今後の審議においてその点もしっかり踏まえてということでよろしい

ですね。 

  〇瀬川委員 
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    稲原局長さんから丸山会長への諮問の文書でございますが、後段のほう、

「地域の実情を考慮し、」までは分かりますが、次の「新しい資本主義の

グランドデザイン及び実行計画及び新しい資本主義実行計画工程表並びに

経済財政運営と改革の基本方針 2022 に配意した」というふうに、時々の事

情が入っていますが、このあたりはどういう意味なのでしょうか。配意す

るとはどういう意味なのかお伺いしたいと思います。 

  〇事務局 

    ６月２８日に厚生労働大臣が中央最低賃金審議会に目安額の諮問を行っ

ておりますけれども、その諮問文にはやはりこのような文言が盛り込まれ

て記載されております。当局といたしましても、本省の意向をお伝えする

形で、諮問文に同じ文言を入れさせていただいているところでございます。

そういったことで、ここに記載されておりますとおり、地域における実情

を考慮していただいて、岩手地方の審議会が円滑に進められるように、我々

としては審議の運営を適切に図って参りたいと存じております。 

  〇丸山会長 

    この文言がはいった経緯についての説明だったと思いますが、瀬川委員

いかがですか。 

  〇瀬川委員 

    前回の審議会で申し上げたとおり、昨年度の地方最低賃金審議会の審議

の過程の中で、結審のときもそうでしたが、やはりちょっと異常な決め方

だというふうに国に対して意見を上申すべきだという決定があり、そのよ

うにやっていただいたことを前回確認したわけですが、今回そういう政府

主導といいますか、国主導の最低賃金の審議というのは懸念されるところ

がありまして、我々とすれば、きちっとした岩手県内の経済、生計費や働

く人の賃金や経営者の賃金支払能力ということを具体的なデータ・数字で

きちんと客観的に把握したうえで、労働者側と建設的な意見を積み上げて

いきたいと思っているところでありますので、そこはきちっと守ってやっ

ていただければと思います。 

  〇丸山会長 

    今後の審議のあり方ということに関しては私もまったくそのとおりだと

思います。 

  〇藤田委員 

    今の瀬川委員のコメントに関連してなんですけれども、最低賃金法の規

定による条件以外にこのような閣議決定の方針に配意するというのは、最

低賃金法の裁量範囲を逸脱するものではないのでしょうか。裁量の範囲で

こういう形で政府の閣議決定の事項に配意して審議してくれということは
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書けるものなのかということを確認したいです。その趣旨は、昨年度の例

を見ると明らかで、政府の強い方針に基づいて、いろいろなことがその前

提で議論されていた節が私どもには見受けられると考えてございまして、

今年もそういうことになれば、前回の審議会で瀬川委員が指摘したとおり

に、そもそもの審議会の存在意義といいますか、議論する意味というのが

半ば半減するような気もするということを背景に今のような趣旨の質問を

しました。よろしくお願いします。 

  〇丸山会長 

    そもそもこうした観点を書き込むことができるのか、根本的な疑問かと

思いますが、以前にも同様の指摘はあったかと思います。改めて事務局の

ほうでお答えください。 

  〇事務局 

    特にこの文言が記載されていることについては問題ないと考えてござい

ます。先ほどご意見頂戴しました３つの考慮事項の他にも、時の内閣の閣

議決定事項をはじめ、その時々の経済情勢等の諸事情の要請からくる事項

を「配慮事項」として諮問文に盛り込んできたところでございまして、こ

ういった文言を盛り込む取扱いは最低賃金法上何ら問題はないと考えてご

ざいます。 

  〇丸山会長 

    念のため会長としての受け止め方も申し上げておきます。これは例年の

ことですが、これ自体は労働局長からの諮問ですので、これはこれとして

受け入れておりますが、いずれにしても昨年も確認したかと思いますが、

この「配意した」という表現が盛り込まれたことによって、今後の本審議

会あるいは専門部会での審議の内容そのものを拘束する、方向付けをする

という意図はない、そういう意図で書いているものではないということを

確認しておりますので、私自身もそのように受け止めております。いずれ

にしましても今後の本審あるいは専門部会での審議においては３要素をき

ちんと基本としてデータを踏まえて労使双方に真摯なご議論をいただいた

うえで決定をするということです。当然地域の実情を踏まえてということ

です。そういう理解でおりますので、今後の運営についてはそのように取

り計らいたいと思います。 

   他にございますか。 

（質問、意見等はなかった。） 

    改めてもう一度確認いたしますが、労働局長から岩手県最低賃金の改正

決定について諮問をお受けしたということでこれを確認いたします。諮問

をお受けしたことによって、岩手県の最低賃金の改正について、これから
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審議が開始されるということになります。 

事務局は本審議会終了後、関係労働者及び関係使用者からの意見聴取の

公示手続きに入ってください。よろしくお願いします。 

 

 

（２）岩手県最低賃金専門部会の設置及び委員の推薦について 

〇丸山会長 

それでは次の議題に入ります。（２）「岩手県最低賃金専門部会の設置

及び委員の推薦について」です。事務局から説明をお願いします。 

  ○事務局 

１つ目は、専門部会の設置についてです。 

決定要覧の１４４ページをご覧ください。最低賃金法第２５条２項で、

「最低賃金審議会は、最低賃金の改正等について調査審議を求められたと

きは、専門部会を置かなければならない」と定められております。 

次に決定要覧の１４９ページをご覧ください。最低賃金審議会令第６条

１項で、「審議会に置かれる専門部会の委員の数は、９人以内とする」と

定められており、専門部会は公・労・使各３人の合計９人で構成されてお

ります。専門部会委員の任命につきましては、最低賃金審議会令第６条４

項で、「関係労働組合又は関係使用者団体に候補者の推薦を求めなければ

ならない」と定められており、相当期間を定めて推薦公示を行っておりま

す。 

２つ目は、最低賃金審議会令第６条５項の適用についてです。 

最低賃金審議会令第６条５項で、「審議会は、あらかじめその議決する

ところにより、専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができ

る」と規定しております。 

この条文を適用するためには、あらかじめ審議会で取り決めをしておく

必要がありますが、岩手地方最低賃金審議会では今までこの条文を適用し

たことはありません。今年度も同様の取扱いとしてよろしいか岩手地方最

低賃金審議会の方針をお伺いします。 

  ○丸山会長 

    事務局から「専門部会の設置」と「最低賃金審議会令第６条５項の適用」

について説明がありました。 

    まず、専門部会の設置につきましては法律上当然設置されるものであり

ますので、ここで改めて審議するものではありません。事務局は本審議会

終了後速やかに専門部会委員の推薦公示手続きに入ってください。 

    次に、最低賃金審議会令第６条５項を適用するか否かについて、岩手地
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方最低賃金審議会の方針を決定したいと思います。従来からこの条項を適

用することで、手続きを簡略化することができるということですが、本審

議会においては最低賃金の改正という重要事項の決定で、なるべく丁寧な

審議を心がけるという考え方で、今までこの条項を適用したことはないと

いうことです。私としては従来どおりこの条項は適用せずに最終決定は本

審議会の場で行いたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

  〇委員の方たち 

    はい。 

  〇丸山会長 

    それではそのように取り計らいたいと思います。 

 

（３）その他 

  ○丸山会長 

次に、議題（３）「その他」に入ります。 

事務局で用意している議題があればお願いします。 

   ○事務局 

４点ほどございます。 

   まず１点目でございますが、先般行った実地視察についてでございます。

概要につきましては後日ペーパーにして配付させていただきますが、詳細

報告は個別企業の内部情報になりますので、第１回専門部会で行いたいと

思います。 

  ○丸山会長 

詳細報告については第１回の専門部会でということですが、実地視察に

関連して、委員の皆様から何か補足説明等はございますか。 

  〇佐々木委員 

    皆様からのお力添えをいただきながら実地視察ということで参加させて

いただきました。そういった中において、地元の公共職業安定所さんから

のいろいろなお話を聴きながら感銘したところもございまして、その中に

も、パート労働者の求人の上下限の賃金（時間額）をデータでは作ってい

ますということがございました。審議においてはそのデータも直近のとこ

ろでいただいて検討材料にしていただければありがたいかなと思います。

これは県内の安定所でも作っているところと作っていないところがあると

いう話は聞きましたが、できる限りこういったデータも必要ではないかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  〇丸山会長 

    ありがとうございました。視察に参加されての受止めと今後の審議への
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ご要望かと思います。 

  〇瀬川委員 

    まず１つは、今回の実地視察を組んでいただきました事務局に感謝した

いと思います。大変お手数おかけしたと思います。準備が大変だったので

はないかと思いましたが、リアルに生の経営者と働いている方のお話が聴

けたのは貴重な機会だったと思います。私は仕事の関係で午前中しか出ら

れませんでしたが、可能であればこういった機会は継続していただきたい

なと思います。事務局には大変申し訳ないですけれども、特に今回長期の

コロナ禍で苦しんでいた観光産業というところでリアルなお話が聴けたと

いうことは大変良かったのではないかと思っています。 

  ○丸山会長 

    大変だけれども、ぜひ継続してほしいということです。 

  ○事務局 

    まず、佐々木委員からお話しいただきました、公共職業安定所からの資

料だと思いますけれども、求人の賃金（時間額）の最下限と最上限が記載

されている資料について、先ほどお話しされたとおり全安定所で作ってい

るわけではないということなので、確認をして何月分を準備するかという

ことを調整させていただいて、可能であれば準備するようにしたいと思い

ます。 

    それから、瀬川委員からご意見頂戴しました、できれば毎年実地視察を

継続してほしいということですけれども、できれば毎年計画して参りたい

と考えております。 

  ○丸山会長 

    それでは、一点目の実地視察についてはよろしいですね。次に二点目に

ついてお願いします。 

  ○事務局 

二点目でございますが、前回の審議会で労働者代表委員から提案があり

継続検討となっておりました、「特定最賃の必要性審議を行う特別小委員

会において、意向表明を行っている５産業すべてに参考人招致をするこ

と」についてでございます。ご審議をお願いしたいと思います。 

  ○丸山会長 

それでは机上配付の資料が一枚ものであると思いますので、そちらに基

づいて、労働者代表委員のほうから説明をお願いします。 

  ○佐々木委員 

    それでは私ども労働者側委員から、「岩手地方最低賃金審議会における

特定（産業別）最低賃金の必要性審議での参考人意見聴取（聞き取り）へ
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の対応について。」ということでございます。これにつきましては先ほど

室長のほうからもお話しがありましたとおり、特定最賃の必要性の審議の

ときに、現場の意見も吸収しながら必要性審議に当たってしっかりと意見

を反映できるような形で審議を進めていただきたいということで、こうい

う形で提案させていただきました。必要性審議の場合、地域や産業の実情

に関する情報がないままで審議に入っているということもございましたの

で、こういう形になっております。 

記載しているとおり、 

１．必要性審議に当たり、関係労使の参考人意見聴取を行うこと。 

その際、出来る限り産業毎の労使から人選を行い選任者が出席できる

よう調整をはかること。 

   ２．必要性審議では参考人意見聴取を行うことから十分な時間を確保する

こと。 

本来であれば、今年度から実施できればと考えていますが、今年度の審議

日程が確定している部分もあることから、日程調整が可能かどうかを踏ま

え検討していただきたいということです。 

   ３．特定（産業別）最低賃金専門部会では、必要性審議で提出される参考

人意見聴取の文書を使用する事ができると考えている。 

   ということで、内容的には必要性審議の中で５業種のところが受理された

ということになってございますので、その関係労使にご出席いただいて必

要性審議の中で聴取を受けるということがあれば、５業種の中で審議に入

っていくわけですけれども、毎年必要性審議ではなく、５業種の専門部会

での審議に入ったときに意見聴取するという形になってございましたの

で、そうではなく、まず必要性審議の前に各所から聴取を受け、その後各

部門での審議に入るときには、また人を集めるということは時間的にもな

かなか難しいのではないかということも考慮すれば、その部分につきまし

ては、専門的な方も審議に入りますので、文書で意見聴取をあげてもらう

ということも考えてはいますので、そのへんも含めてご議論をいただけれ

ばということです。 

（以上、机上配布資料「岩手地方最低賃金審議会における特定（産業別）

最賃の必要性審議での参考人聴取意見（聞き取り）への対応について」の

説明があった。） 

  ○丸山会長 

前回この場で審議をしまして、一致して「ぜひ参考人意見聴取するべき

だ」という形で審議会の場で決定するには至らないということでしたので、

改めて労働者側の委員から前回の議論を踏まえて文書で意見を提出して



 

11 

 

いただいて、この場でもう一度審議をするということになっておりました。 

    最初に私のほうから、この文書についての確認をしておきたいのですが、

１「その際、できる限り産業毎の労使から人選を行い選任者が出席できる

よう調整をはかること。」ということですが、参考人意見聴取で意見書を

出してもらうということだけでなく、参考人に実際にこの場に来ていただ

いてご発言いただくということを原則としているということですね。それ

から、そのときにできれば５産業すべてにおいて労使双方から出てきてい

ただいて、ということで間違いないですね。ただし、できる限りというこ

とですが、事情によっては、あるいは今後の具体的な検討の結果によって

は部分的にすべての産業で実際に参考人に来ていただくのが難しいとい

う場合もあり得るという理解でよろしいですか。ここの「できる限り」と

いうところの意味合いですけれども。 

  ○佐々木委員 

    そうですね。そこは日程が決まった中でやらなければいけませんし、労

使双方となると１０人となりますので、できれば本人に来ていただいて説

明していただくというのがありがたいですけれども、事情があってなかな

か難しいという場合にはどういう対応をしていくかということは今後検

討していただければと思います。 

  〇丸山会長 

    労働者側に補足説明がなければ、資料が出て参りましたので、これにつ

いて公益側あるいは使用者側、特に使用者側委員のほうからご意見、ご質

問をお願いします。 

  〇藤田委員 

    まず、取扱いと申しますか、ここの提案については、今までの審議の手

法を基本的に変更したいという理解かと思いまして、どのようにするのが

いいのか悪いのかということを十分に審議することが必要だということ

を確認したうえで議論に入らないと、今日時間の関係等で決めるものでは

ないということを意見としてお伝え申し上げます。 

  〇丸山会長 

    それはもう当然のことで、前回も申し上げましたが、従来のやり方を変

えるという大きな決定ですので、基本的に労使双方ともに一定の合意、納

得が得られてはじめて実現すると考えておりますので、審議を尽くすとい

うのは当然です。今日この場で必ず決定してしまおうということは一切考

えておりません。 

    それから、前回も申し上げましたが、仮に方向性として新たに必要性審

議の場において参考人の意見聴取をするということで具体的に考えてみ
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ようと、そこまでの合意がこの場で得られれば、運営小委員会のほうにか

けて具体的なことを審議していただいて、そのうえでもう一度この場でと

いうことになりますが、そこまでいくのも難しいということで改めてまた

本審議会の場で継続審議ということになりました。そこの見極めだけは今

回行いたいと思います。様々な意見を出していただきたいと思います。 

  〇吉田委員 

    皆さんご承知のとおり、地域別最低賃金の場面では当該労使の方々に来

ていただいてご意見をいただくというふうになっております。単純に、特

定最低賃金、代表する産業の最低賃金を決める場面においては、これがな

ぜないのかというところからこの発想に至りました。やはり現場の声とい

うのは非常に大事だと思ってございまして、先ほどの実地視察の部分でご

意見がありましたとおり、現場で働いている方、経営者の方の生の声が審

議に当たって非常に大事な根拠となるというふうに考えておりますので、

考え方の部分としては現場レベルのお話をぜひお聴きしたいという思いで

この提案をさせていただきました。 

  〇瀬川委員 

    先ほど丸山会長からお話しがあったとおり、これまでどおりのやり方を

変えるということで、私も昨年度からなものですからよく分からないこと

もあり、逆にお伺いしたいのですが、今までの必要性審議のところで、意

向表明など客観的なデータで判断するといってずっと長い歴史の中で積み

重ねてきたと予測しているのですが、今までのやり方で何か不都合や不具

合があるのかというところの確認をさせていただきたいと思います。 

  〇丸山会長 

    特別小委員会のほうは杭田委員が委員長を務められているのでご所見お

願いします。 

  〇杭田委員 

    特別小委員会のほうで必要性の審議ということで、記憶が正確ではあり

ませんが、恐らく１０年くらいは議論を見て参りました。この場でどこま

で具体的に話しをするかというのは若干控えたいところもありますが、従

来は労使が地域別の一番最低限のベースのところで、諮問を受けてそのま

ま諮問に対しての審議に入ります。これに対して産業別という産業ごとの

優位性というのがございます。優位性がある程度継続的な積み上げで、そ

こを問うということではなく、そこを確認するという形で、この特別小委

員会では少しいろいろ問題は出てきましたけれども、審議はしましょうと

いう形で、特に最近に近づくほどにいろいろ審議するような案件が出てき

ておりますが、従来は１日の日程で、まずは審議に入るということについ
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ては大きな問題はなく、労使双方で了解して、もともとは労働協約等があ

って、その書面も集まっているということで、産業別の優位性ということ

の中で、必要性というところをクリアしたうえで、審議で金額をどうする

かという形が続いておりました。これに対して、恐らく４年前からではな

いかと思いますが、平成の２０年代後半に入ってから、地域別最賃の引上

げ額が大きくなって、地域別最賃に対しての優位性がどうしても薄くなっ

てきたという現状がございます。そのあたりで考えるべきところがたくさ

ん出てきたということですね。ですからこの２年か３年連続ですけれども、

審議が１日では終わらず再審議という形で、公益の私どもとしてもただ議

決ということで、従来どおり１日で話を決着することができないことに非

常に苦慮しておりまして、その点ではすでに従来どおりではなくなってい

るというのがこの必要性審議でございます。このあたりを考えますと、今

までは必要性をありきとして調査、審議というところで参考人の方から労

使５名ずつの１０名集めるというのは大変だということで、書面で意見を

伺ってきたということですけれども、書面なのか本当にお越しいただくの

かというのは実務上の問題でまた別の話になるかと思いますけれども、こ

ういう意味では必要性の審議の段階で、従来参考人の意見というのも一つ

の判断材料でしたから、遡って判断するときに、そういうのも踏まえて判

断しなければいけなくなっているというのは、恐らく近年の議論の変化に

ついて、見る限りではそこのところ、それぞれ当日までに業界、背景、ご

意見を集約されてこられているとは思いますが、生の声的なところまでは

踏み込まずに審議、結論を出すような、４、５年以前とは審議の前提条件

が変わってきたということを考慮の検討材料としていただければと思って

伺っておりました。 

  〇丸山会長 

    私自身は審議が大変になってからの会長しか務めていませんので、それ

以前の事情も含めて、近年は非常に審議が大変だということですね。 

    先ほど確認した点もそうですが、特別小委員会のほうで非常に審議が難

航しているということは、具体的に申し上げると、すべての産業について

ということではなく、百貨店,総合スーパーの議論において審議が大変だと

いう実情があります。ですので、５産業すべてを同じように考えるべきな

のか、非常に審議が困難である部分について限定して考えるのかというの

が選択肢ではないかと私自身思っておりますが、労働者側としてはできれ

ば５産業から生の声を聴いたうえで審議をしたいというふうに要望が出て

いるということですね。瀬川委員、説明としてはよろしいですか。 

  〇瀬川委員 
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    はい。杭田委員のお話は非常に分かりやすかったです。 

  〇丸山会長 

    これも杭田委員のほうからありましたが、従来は労働者側、使用者側が

それぞれの現場の状況等を踏まえてこの場で議論しているということです。

前回も、それでは足りないのかという議論が出ていたかと思います。です

ので、現場の声を拾うということに反対の委員はおられないと思いますが、

具体的に参考人をお呼びしてここでご発言いただくということで実質的に

議論が進むのか、そういうことが見込めるのかどうかということが論点な

のだろうと私自身受け止めております。 

  〇熊谷委員 

    今お話が出た、百貨店,総合スーパーの担当でここのところ揉めている原

因になっているのかもしれませんが、杭田委員からもお話しがありました

けれども、私は今までのやり方でまずいと思う点はないと思っております。

実際お話しを聴いたほうがよりリアルかもしれませんが、文書でいただく

形でも十分可能だろうと私自身は認識しております。また、出てこられる

委員たちも、労働者側も使用者側もそれぞれの現場から要望をとったうえ

で出席しているので可能だとは思います。ただそういった中で、よりリア

ルな意見を聴くと非常に分かりやすくなりますので、もしかしたら文書で

は出てこなかった部分を感じたりするかもしれないのでそれを否定するも

のではございません。そういった点ではいいのかもしれませんが、これを

やるとすると時間的な問題がありますし、労使双方から５産業の話をいた

だかなければならないということになりますと、前回も少し出ていました

が、今回から急にやろうとしてもそれは難しいということで、そういった

ことも含めて運営小委員会のほうで検討していただければいいと思います。 

    意見としては、否定するものではまったくありませんが、そこまで必要

性があるのかということと、日数や時間を多くすればなんとか可能なのか

もしれませんが、事務局にお聞きしながら進めていかなければならないと

思いますので、そのへんを運営小委員会のほうでで改めて検討していただ

いたうえで決定していただければありがたいです。 

  〇丸山会長 

    いずれにしても実施するということになると、スケジュールが組めるの

かということですね。時間配分を含めて具体的な検討が必要になるかと思

いますが、その検討も踏まえたうえで最終的に決定したほうがいいという

ことですね。あまりこの本審の場で具体的な運営の方法について詰め切る

のは難しいかと思いますが、実際に実施をするかしないかというのは、あ

くまでもこの本審議会で決定するという前提のもとで、もしも実施すると
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なった場合に、具体的にどんな課題があるのか、その課題をどういうふう

に解決していけるのかという運営方法について、具体的な議論をしたうえ

で、改めてこの場で議論したほうがよいということであればそのように取

り計らいますが、その場合でも運営小委員会で議論するうえで必ずこの論

点について議論してほしいということがあればこの場で出しておいていた

だければと思います。まず流れとしては、今私が整理したような方法で進

めるということでよろしいですか。 

〇各委員 

はい。 

〇丸山会長 

   それでは運営小委員会のほうで具体的に議論するポイントが今いくつ

か出ておりますが、他の点でぜひこういう点についても、というものがあ

ればお願いします。 

  〇菊池委員 

    運営小委員会での議論というのはそのとおりで、その中でどういったお

話合いをしていただけるかだと思います。私が思うに、生の声を聴くとい

うのは非常に大事なことだとは思っています。人と人ですので気持ちは非

常に伝わるということは大いに認めますが、ただ、我々がやろうとしてい

るのは必要性の審議でありまして、それは必要だと思っている人の気持ち

が伝わるというのとはまた別だと思います。例えば裁判だと、基本的に甲

乙が対面してやります。要するに人と人とが対面するのが原則だけど、実

質はきちんとした議論をするためには書面主義でやっていますよね。この

ような書類の提出を認めますかというやり取りをして、きちっと議論のネ

タになるものを書面で確定していってやっと判断が決まるというのが今の

法令というか、例えば裁判の取扱いなどではそうですし、その他例えば行

政が行っている審議会などでもやっぱり、こういうことが合意ですよ、こ

こが論点ですよというのを書面で出すことにより、はじめて合理的な必要

性審議ができるという面もあると思います。気持ちは伝わるけれども、き

ちっとした必要性を審議するためには、書面で出してもらうというほうが

私は正しい議論が進むのではないかと思っておりますので、そういうこと

も運営小委員会の中の議論に盛り込んでご判断をいただきたいと思ってい

ます。 

  〇佐々木委員 

    先ほど菊池委員からお話しがありました書面もたしかに大事ですし、聴

くことも大事だということでございます。それについては先ほどから申し

上げているとおり、運営小委員会の中で決定していくべきだということで
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ございます。一番は論点のところを整理して、どういうことをやっていく

のかということをお互い議論して決定していっていただければありがたい

と思います。提出した文書の中にも、今回については日程が決まっている

ということも入れていますし、しっかりとした中身を議論して来年に向け

て取組んでいただきたいということも入れてございますので、しっかりと

論点を整理して進めていただければと思います。 

  〇丸山会長 

    それでは現在の審議を踏まえて運営小委員会のほうでご議論いただきた

いと思います。私のほうで簡単にまとめさせていただきたいと思いますが、

一点目として、そもそもどんな内容の意見を求めるのかということですね。

これは考え方としては、先ほど菊池委員からもありましたが、必要性があ

るなしということの審議に役に立つことが前提ですので、そのあとの専門

部会の金額審議を前提としての意見聴取とは性格が違っておりますので、

必要性の審議をするうえで必要な意見聴取の中身についてご検討いただい

て、そのうえでその意見聴取の具体的な方法、恐らく書面に加えて本人に

来ていただいてご発言ということを労働者側は求めておられると思います

けれども、その形にしてもどういう書面にするのかということもこれから

具体的に議論しなくてはなりません。それから、実際に参考人の方に来て

いただくとして、これはスケジュールとの関係もありますが、５産業すべ

てということでいくのかそうでないのか、ということも含めて具体的な意

見聴取の方法についてご確認いただくということです。 

    それから二点目として、先ほど熊谷委員からありましたが、仮に５産業

でお呼びして労使それぞれが必ずその場で意見聴取をするとすれば、呼び

つけておいて短時間でとなると失礼な対応になりますので、そういうわけ

にはいかないと思いますので、一定の時間を確保することになりますと、

それだけでかなりの時間が必要になります。単純に１０名呼んで全員から

１５分ずつ聴くとなると１５０分、すなわち２時間３０分ということにな

りますので、そもそも１回で済まないという可能性も出てきます。ですの

で、先ほどの、いきなり５分野でスタートするのかということも含めてと

いうことになりますが、いずれにしても時間配分とそれを踏まえたスケジ

ュールですね、先ほど杭田委員のほうからありましたが、従来１回で済ん

でいたものが、近年２回になっているということがあります。それを踏ま

えてさらに意見聴取をということになりますと、スケジュールを組むのが

困難になると思われますので、十分な審議時間を確保しながらスケジュー

ル調整ができるのかどうかということについてもご検討いただくというこ

とですね。 
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    それから３点目、労働者側委員から出ていた３点目に係わるところです

が、金額審議の専門部会での意見聴取と必要性審議のところでの意見聴取

両方の関係、先ほど申し上げたように、筋としては趣旨が違っておるわけ

ですけれども、実質的にどうかということも含めてそこの整理は必要かと

思います。ご承知のように、産業別（専門部会）のほうについては、法に

則って実際に公示を行って労使双方から出てきてもらうという手続きでこ

れまで進めておるわけですね。ですので、単純に特別小委員会のほうで呼

んだのをそのまま回してというのは実際には難しいかなと思いますので、

そこをどうするのか、ただし当たり前ですが、実質的に同じことを二度繰

り返すというのも困りますので、両方の意見聴取の関係について整理して

いただくというのも課題かなと考えております。いずれにしてもその３点、

それから具体的な議論の中で更に出てくるかもしれませんので、実際に必

要性審議の特別小委員会で意見聴取を行おうとした場合にどんな具体的な

課題があるのかということの整理とその解決方法がきちんとあるのかどう

か、具体的な運営の方法についてご議論いただいて、意見がまとまった段

階でこの本審議会でもう一度審議をしたいと考えております。よろしいで

すね。 

〇各委員 

はい。 

〇丸山会長 

そのうえで、先ほど佐々木委員のほうからもありましたが、事実上今年

度実施するというのは難しいというか無理であろうという判断をしてお

ります。それを、実施を前提に審議を急がせるということになりますと先

ほど使用者側委員から意見がありましたが、拙速な審議ということになり

かねませんので、恐らく運営小委員会をしばらく開いておりませんので、

公益の委員は一応あらかじめ決まっておりますが、これから労使双方には

委員を選んでいただいて、お忙しい中日程調整をしていただいて開くとい

うことになります。先ほど整理として申し上げましたが、一つ一つ議論を

して、きちんとした結論を出すのに時間がかかると思いますので、一回開

いてさっと決まるものではなかろうかと思います。それから当然どういう

まとまった形で本審議会に出てくるのかも分かりませんので、本審議会に

出てきて一回で決着するのかも見通せない状態です。そういう状態で今年

度実施を前提に議論を急がせるということはするべきではないと私は判

断しておりますので、来年度もしくは来年度以降の実施ということを念頭

に、きちんと余裕のある中で具体的な審議を運営小委員会のほうでしてい

ただく、ただし単純に先送り先送りということも避けたいので、今年度中



 

18 

 

に必ず運営小委員会のほうで何らかの結論を取りまとめていただいて、必

ずこの本審議会でその審議結果を踏まえた審議をするということにはし

たいと思っております。 

  ○杭田委員 

事務局のほうに、運営小委員会で承りましたということでお答えしたい

と思いますけれども、事務局と皆様に確認いただきたいのが、最低賃金決

定要覧の６ページでございます。こちらには恐らく本省で認められている

最低賃金決定の仕組という流れ図がございます。上の地域別最低賃金の諮

問のあとの調査・審議について、関係労使の意見聴取というものがついて

おりますが、下のほうの特定最賃のほうですけれども、必要性審議のとこ

ろに関係労使の意見聴取というものがあります。これは逆に従来行われて

こなかったので、そういうところもございますので、このあたりが例えば

なのか、もう少し標準的にこういうことでの運用が本来的なものなのか、

このあたりで判断が左右しそうな気がしていますので、確かめていただき

たいなということでございます。 

  ○丸山会長 

    事務局のほうよろしいですね。 

〇事務局 

はい。 

〇丸山会長 

   いずれにしても運営小委員会を開くのに事務局のほうでも整理する時

間が必要かと思います。 

それではそのように取り計らいますので、審議会終了後にスケジュール

については事務局のほうで今の準備状況も踏まえてということにはなり

ますが、いずれにしても運営小委員会の委員に選ばれた方にはご負担おか

けしますがよろしくお願いします。 

それでは３点目お願いします。 

  ○事務局 

３点目についてですが、資料№１（「最低賃金の引上げと全国一律最低

賃金制度の実施を求める会長声明」(岩手弁護士会会長)）をご覧ください。

「最低賃金の引上げと全国一律最低賃金制度の実施を求める会長声明」が

発表されており、審議会あて送付されましたので、読み上げて報告させて

いただきます。 

（事務局から、資料№１「最低賃金の引上げと全国一律最低賃金制度の実

施を求める会長声明(岩手弁護士会会長)」の声明要旨が読み上げられた。） 

  ○藤田委員 
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    確認ですが、この長谷川先生の会長名の声明というのは毎年だったので

しょうか。 

  ○事務局 

    昨年もありました。 

  ○丸山会長 

    昨年度も同様の中身でしたか。 

  ○事務局 

    そうです。 

  ○丸山会長 

    それでは４点目お願いします。 

  ○事務局 

４点目ですが、審議会の日程についてです。机上配布資料の「令和４年

度岩手地方最低賃金審議会開催計画（案）」をご覧ください。先般、特別

小委員会に参考人招致をする提案があったことで、特別小委員会以降の日

程については、未だ決定しておりませんでした。本日の審議結果により、

開催日を次のとおり提案します。 

当初、８月１７日に特別小委員会を開催することとしておりましたが、

各委員の日程調整の結果、８月１９日午前１０時からに変更し、８月１９

日に予定していた特別小委員会の予備日を８月２２日午後１時３０分か

らの開催としたいと思います。 

なお、第５回本審を８月２３日午前１０時から開催することとしてよろ

しいか伺います。 

「令和４年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表」をご覧くだ

さい。念のため申し上げますが、第４回本審を８月５日に開催した場合は、

８月２２日が異議申出締切となり、第５回本審を８月２３日に開催する予

定としております。前回の審議会で承認していただきましたが、８月４日

の第３回専門部会で結審しなかった場合は、８月５日の本審を第４回専門

部会に振り替えて、８月８日に第４回本審を開催することとしております。

このようになった場合は、８月２３日が異議申出締切となり、第５回本審

を８月２４日午前１０時から開催することとしたいと思いますので御承

認をお願いします。 

基本的には以上のとおりですが、審議の進行具合等により各日程の変更

の必要が生じる場合もありますので、あらかじめ御了承願います。 

  〇丸山会長 

    ただいま、前回出されていた開催計画の一部修正ということで具体的な

提案がございました。特別小委員会を８月１７日に予定していたものを８



 

20 

 

月１９日１０時からということにする、予備日が必要になった場合につい

ては８月２２日１３時３０分からとする、それから第５回の本審について

は、当初どおり第４回の本審が進んでいた場合には８月２３日の１０時か

らということになっておりますね。ただし第４回の本審がずれ込んだ場合

については８月２４日となっております。ただし、これはあくまでも予定

なので、審議の進行の状況によっては変更があり得る状況です。前回も熊

谷委員から発言がありましたが、それには柔軟に対応していきたいと思っ

ています。それでは日程についてはそのようにいたします。 

  ○丸山会長 

    次に議題以外の「その他」です。事務局あるいは委員の皆様から何かあ

りますか。 

 ○瀬川委員 

    前回も申し上げましたが、使用者側の支払能力に関して、いろいろ付加

価値額や中小企業の自己資本比率等のデータを何とか集めて審議の参考に

したいということを考えていまして、とりあえず自己資本比率に関しては、

私のほうで帝国データバンクさんに相談をしてみました。後で必要であれ

ば見積を事務局にお渡ししたいと思いますが、帝国データバンクは県内で

大体１４,０００社の中小企業のデータを持っているということで、県内の

中小企業の数は大体３７,０００社くらいですので、それからするとけっこ

うなデータ数かなと思っています。これから特別に調査するのではなく、

現在あるデータを集計してまとめるということで、私がお願いしたのは岩

手県だけではなく東北６県すべてに関して、過去３か年、２０１９年から

２０２１年までの各県ごとの自己資本比率の推移を出してもらうというふ

うなデータ整理ということで見積を取りましたが、３９万円かかるという

話がございました。いずれこういったコロナ禍にさらにプラスして原材料

の高騰や超円安等々、様々な経営環境が悪化していく中で、使用者側にど

のくらい支払能力があるのかをということを審議する参考資料としてご検

討いただきたいと思います。帝国データバンクを使えということではなく、

東京商工リサーチさんからも見積を取ってみてもいいかなと思いますが、

いずれそういった方法でご検討いただければと思います。 

  ○丸山会長 

    三要素の賃金支払能力に係わって有益なデータを使いたいという提案そ

のものにご異議があるということはないかと思いますが、ただ、コストの

問題がありますので、この場で即答は難しいですね。事務局のほうでご検

討いただいてということです。具体的なそれ以外の見積等必要なものがあ

れば瀬川委員のほうに言っていただくようお願いします。 
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    それではそのように取り計らいたいと思います。 

  ○吉田委員 

    今の瀬川委員のご発言に関連して、そもそも最低賃金の三要素、原則の

ところのお話があったかと思います。おさらいとしてそれを申し上げます

と、１つ目については労働者の生計費、２つ目は賃金、それから３つ目は

支払能力でございますが、これは正確に申し上げると通常の事業の賃金支

払能力というふうに解釈をしております。では通常の事業の賃金支払能力

とは何なのかというふうに私も分からなかったものですから、いろいろと

調べましたところ、そもそも国会の場で議論されているところで、平成１

９年に回答が出たところを引用させていただきますと、通常の事業の支払

能力とは、個々の企業の支払能力ということではなく、地域において正常

な経営をしていく場合に通常の事業に期待することができる賃金支払能力

というふうに内閣総理大臣のほうから回答が出されているということを踏

まえて、最も重要な議論になっていくところでございますので、各々もう

一度初心にかえって言葉の定義や意味をしっかり捉えながら議論していか

ないと、議論の方向性がどっちに行くのかなという思いもございまして、

次回でも結構でございますので、今一度三要素の言葉の定義を含めた説明

を一度審議をしていただきたく、意見としてお願い申し上げます。 

  ○丸山会長 

    三要素を踏まえるということは当然ですが、三要素の具体的な中身、定

義について何か出せる資料があれば出してほしいという要望ということで

よろしいですか。 

  ○吉田委員 

    はい。 

  ○丸山会長 

    事務局はよろしいですか。 

○事務局 

はい。 

○丸山会長 

他によろしいですか。 

    それではこれで議事を終了します。 

 

 


